
大分空港 

（１）外国往来機と陸地との間の交通場所 

場所の名称 所在地 備考 

大分空港ターミナルビル（国際

線施設）１階の税関出国検査場

から、出国審査ブース、出国待

合室及び国際線コンコースを

経て、階段又はエレベーターで

２階に昇り、２階の№９ボーデ

ィングブリッジを経て、№９ス

ポットに駐機する外国往来機

に至る通路 

大分県国東市安岐町下原１３番地 

（大分空港内） 

出国する旅客及び乗

組員並びに関係航空

会社の業務に従事す

る者に限る｡ 

大分空港ターミナルビル（国際

線施設）１階の税関出国検査場

から、出国審査ブース、出国待

合室、国際線コンコース及び国

際線南側通用口を経て、№１０

スポットに駐機する外国往来

機に至る通路 

〃 〃 

№９スポットに駐機する外国

往来機から、２階の№９ボーデ

ィングブリッジを経て、階段又

はエレベーターで１階に降り、

１階の国際線コンコース、検疫

ブース及び入国審査ブースを

経て、税関入国旅具検査場に至

る通路 

〃 入国する旅客及び乗

組員並びに関係航空

会社の業務に従事す

る者に限る｡ 

№１０スポットに駐機する外

国往来機から、１階の国際線南

側通用口、国際線コンコース、

検疫ブース及び入国審査ブー

スを経て、税関入国旅具検査場

に至る通路 

〃 〃 

入国審査ブース横の関係者通

用口を経て、エプロンへと至る

通路 

〃 貨物（機用品及び携

帯品を含む）の積卸

と航空機の整備等の

業務に従事する者に

限る。 

 

（２）貨物の積卸場所 

場所の名称 所在地 備考 

№９及び№１０の各スポット 大分県国東市安岐町下原１３番地 

（大分空港内） 

機用品及び携帯品を

含む 

 


